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3業種の「振興指針」の構成

第一 食肉・食鳥肉・氷雪販売業を取り巻く環境
第二 前期の振興計画の実施状況

（○○表 振興計画の実施状況についての各組合による自己評価）
第三 食肉・食鳥肉・氷雪販売業の振興の目標に関する事項

一 営業者の直面する課題と地域社会から期待される役割
二 今後５年間における営業の振興の目標
１ 衛生問題への対応
２ 経営方針の決定と消費者及び地域社会への貢献
⑴ 消費者ニーズの把握と創意工夫による経営展開
⑵ 高齢者、障害者及び子育て世帯等への配慮
⑶ 省エネルギーへの対応
⑷ 受動喫煙防止対策への対応
３ 税制及び融資の支援措置
三 関係機関に期待される役割
１ 組合及び連合会に期待される役割
２ 都道府県等、都道府県指導センター及び日本公庫に期待される役割
３ 国及び公益財団法人全国生活衛生営業指導センターに期待される役割

第四 食肉・食鳥肉・氷雪販売業の振興の目標を達成するために必要な事項
一 営業者の取組
１ 衛生水準の向上に関する事項
⑴ 日常の衛生管理に関する事項
⑵ 衛生面における施設及び設備の改善に関する事項
２ 経営課題への対処に関する事項
⑴ 経営方針の明確化及び独自性の発揮に関する事項
⑵ サービスの見直し及び向上に関する事項
⑶ 店舗及び設備の改善並びに業務改善等に関する事項
⑷ 情報通信技術を利用した新規顧客の獲得及び顧客の確保に関する事項
⑸ 表示の適正化と苦情の適切な処理に関する事項
【表示の適正化は食肉・食鳥肉】
⑹ 人材育成及び自己啓発の推進に関する事項

二 営業者に対する支援に関する事項
１ 組合及び連合会による営業者の支援
⑴ 衛生に関する知識及び意識の向上に関する事項
⑵ サービス、店舗及び設備の改善並びに業務の効率化に関する事項
⑶ 消費者利益の増進及び商品の提供方法に関する事項
⑷ 経営マネジメントの合理化及び効率化に関する事項
⑸ 経営課題に即した相談支援に関する事項
⑹ 営業者及び従業員の技能の向上に関する事項
⑺ 事業の共同化及び協業化に関する事項
⑻ 取引関係の改善に関する事項
⑼ 従業員の福利の充実に関する事項
⑽ 事業の承継及び後継者育成支援に関する事項
⑾ 食品関連情報の提供や行政施策の推進に関する事項
２ 行政施策及び政策金融による営業者の支援及び消費者の信頼の向上

第五 営業の振興に際し配慮すべき事項
一 食育、食の安全への関心の高まり及び健康志向等への対応【食肉・
食鳥肉】
二 少子高齢化社会等への対応
三 地域との共生（地域コミュニティの再生及び強化（商店街の活性
化））
四 環境の保全、省エネルギー強化及び食品循環資源の再生利用等の推
進
五 禁煙等に関する対策
六 災害への対応と節電行動の徹底
七 最低賃金の引き上げに向けた対応
八 働き方・休み方改革に向けた対応
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食肉販売業の現況及び論点

食肉販売業の現況や社会情勢等を踏まえると、論点は下記３点

①従業員の確保難への対応【資料2 P6】
「従業員の確保難」が食肉・食鳥肉で21.7％と高い。（全業種平
均17.5％）

⇒【対応案】デジタル化、省力化等による業務の効率化、働
き方改革、処遇改善による業務のやりがい、魅力の向上 等

②価格転嫁、顧客数の減少、客単価の低下への対応【資料2 P6 】
「仕入価格・人件費等の上昇を価格に転嫁困難」が食肉・食鳥肉
で67.5％と高い。（全業種平均57.1％）
「客単価の低下」が食肉・食鳥肉で24.8％と高い。（全業種平均
15.0％）

⇒【対応案】サービスの充実、技能の向上、ブランド化、コス
トの削減 等

③事業承継への対応【資料2 P15】
「事業承継の意向あり」が食肉・食鳥肉で63.6％と高い。（全業
種平均47.3％）

⇒【対応案】事業承継の相談窓口に関する情報提供 等
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食鳥肉販売業の現況及び論点

食鳥肉販売業の現況や社会情勢等を踏まえると、論点は下記３点

①従業員の確保難への対応【資料2 P6】
「従業員の確保難」が食肉・食鳥肉で21.7％と高い。（全業種平
均17.5％）

⇒【対応案】デジタル化、省力化等による業務の効率化、働
き方改革、処遇改善による業務のやりがい、魅力の向上 等

②価格転嫁、顧客数の減少、客単価の低下への対応【資料2 P6 】
「仕入価格・人件費等の上昇を価格に転嫁困難」が食肉・食鳥肉
で67.5％と高い。（全業種平均57.1％）
「客単価の低下」が食肉・食鳥肉で24.8％と高い。（全業種平均
15.0％）

⇒【対応案】サービスの充実、技能の向上、ブランド化、コ
ストの削減 等

③事業承継への対応【資料2 P15】
「事業承継の意向あり」が食肉・食鳥肉で63.6％と高い。（全業
種平均47.3％）

⇒【対応案】事業承継の相談窓口に関する情報提供 等
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氷雪販売業の現況及び論点

氷雪販売業の現況や社会情勢等を踏まえると、論点は下記３点

①従業員の確保難への対応【資料2 P6 】
「従業員の確保難」が氷雪で22.6％と高い。（全業種平均17.5％）

⇒【対応案】デジタル化、省力化等による業務の効率化、働き方

改革、処遇改善による業務のやりがい、魅力の向上 等

②価格転嫁、顧客数の減少、客単価の低下への対応【資料2 P6】
「顧客数の減少」が氷雪で49.1％と高い。（全業種平均42.6％）
「客単価の低下」が氷雪で15.1％と高い。（全業種平均15.0％）

⇒【対応案】サービスの充実、技能の向上、ブランド化、コス
トの削減 等

③事業承継への対応【資料2 P6】
「後継者難」が氷雪で7.5％と高い。（全業種平均5.8％）

⇒【対応案】事業承継の相談窓口に関する情報提供 等



現行の振興指針の記載内容について①

１．営業者の取組（経営課題への対処に関する事項）

・店舗及び設備の改善並びに業務改善等に関する事項【第四一２⑶】【参考資料1:肉P11、鳥P33、氷P53】
営業者は、鮮度管理の求められる食品を提供する営業店舗であることを十分認識するとともに、近年の省エネルギー及び節電の要請にも応じ、

店舗及び設備の改善及び業務の効率化等のため、次に掲げる事項に取り組むことが期待される。

※詳細は指針参照※

・情報通信技術を利用した新規顧客の獲得及び顧客の確保に関する事項【第四一２⑷】【参考資料1:肉P11、鳥P33、氷P54】
営業者は、情報セキュリティの管理に留意しつつ、インターネット等の情報通信技術を効果的に活用する等、次に掲げる事項に選択的に取り組

むことが期待される。

※詳細は指針参照※

２．働き方・休み方改革に向けた対応（営業者に期待される役割【第五八】】【参考資料1:肉P20、鳥P42、氷P61】）
・従業員がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる職場環境を作ることで人材の確保や生産性の向上が図られるよう、営業者には長時間労

働の是正や雇用形態に関わらない公正な待遇の確保、また、職場のハラスメント対策に必要な措置を図ることが求められる。

３．最低賃金の引上げを踏まえた対応（日本政策金融公庫に期待される役割【第五七５】【参考資料1:肉P19、鳥P42、氷P61】）
従業員の賃金引上げや人材確保に必要な融資に、振興事業貸付等が積極的に活用されるよう、引き続き制度の周知等を図る。

４．人材育成及び自己啓発の推進に関する事項（営業者の取組【第四一(６)】【参考資料1:肉P12、鳥P34、氷P54】）
・営業者は、職人の技術を向上させ、接客態度、消費者への知識提供等の面でのサービスの向上にも努めるとともに、適正な労働条件の確保に努める

ことが期待される。また、営業者は、後継者及び独立を希望する従業員が、経営、顧客管理及び従業員管理等の技能を取得できるよう、自己啓発を促

すとともに、後継者及び従業員の人材育成に努めることが望まれる。

5

①従業員の確保難への対応【食肉・食鳥肉・氷雪】 ②価格転嫁、顧客数の減少、客単価の低下への対応 ③事業承継への対応



現行の振興指針の記載内容について②
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１．今後５年間における営業の振興の目標（消費者ニーズの把握と創意工夫による経営展開【第三二２(１)】【参考資料1:P6】）
・食肉販売業は、身近な営業者としての役割が発揮されるよう、消費者の要望にきめ細やかに対応した品揃え、弁当・惣菜の宅配や移動販売の実施、

御用聞きといった消費者の様々な要望に対して積極的に応えていくことが必要である。また、創意工夫を活かした看板商品の提供など、専門店として

の独自性を発揮し、付加価値を高め、差別化を図っていくことが重要である。

２．営業者の取組

【経営方針の明確化及び独自性の発揮に関する事項（第四一２(１)）】【参考資料1:P10】
・現在置かれている経営環境や市場を十分に把握、分析し、自店舗や地域の特性を踏まえ、強みを見いだし、経営方針を明確化し、自店舗の付加価値

や独自性を高めていくとともに、経営管理の合理化及び効率化を図ることが必要であることから次に掲げる事項に選択的に取り組むことが期待される。

【サービスの見直し及び向上に関する事項（第四一２(２)）】【参考資料1:P10】
消費者のニーズやライフスタイル、世帯構造の変化、国民の食の安全への意識の高まりや健康志向に的確に対応し、消費者が安心して利用できるよう、

商品、サービス及び店作りの充実や情報提供の推進に努め、消費者の満足度を向上させるとともに、新たな消費者を獲得することが重要であることか

ら、次に掲げる事項に選択的に取り組むことが期待される。

※詳細は指針参照※

【情報通信技術を利用した新規消費者の獲得及び消費者の確保に関する事項（第四一２(４)）】【参考資料1:P11】
営業者は、情報セキュリティの管理に留意しつつ、インターネット等の情報通信技術を効果的に活用する等、次に掲げる事項に選択的に取り組むこと

が期待される。

※詳細は指針参照※

【取引関係の改善に関する事項（第四二1(８) ）】【参考資料1:P14】
イ共同購入等取引面の共同化の推進

①従業員の確保難への対応 ②価格転嫁、顧客数の減少、客単価の低下への対応【食肉】 ③事業承継への対応



現行の振興指針の記載内容について②
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１．今後５年間における営業の振興の目標（消費者ニーズの把握と創意工夫による経営展開【第三二２(１)】【参考資料1:P27】）
・食鳥肉販売業は、食鳥肉の最大の特徴である鮮度の管理に関する専門的知識やノウハウを活かし、さばきたての鶏肉等、他店よりも新鮮で付加価値を

高めた商品等豊富な商品の提供を行うほか、低カロリー等の食鳥肉の特性を活かした惣菜の提供や、鶏肉のおいしい料理方法やメニューに関する情報提

供等を行い、消費者のニーズや健康志向の高まり等に訴えるような商品づくりを進めるなど、創意工夫を積極的に行っていくことが必要である。

また、食鳥肉販売業の店舗は、通常、鶏の「一羽買い」を行っていることから、商品ごとの売れる時間帯や曜日ごとの販売状況を把握し、適切な仕入れ

を行い、部位ごとの歩留まり率の状況や変化に応じて適切に処理や管理をするとともに、惣菜や惣菜半製品（消費者が購入後、加熱等の最終調理を行え

ば、喫食できる状態の製品）の販売等を通じて鶏の各部位を有効に活用し、食品ロスを減らすことは、経営効率の面でも重要である。

また、創意工夫を活かした看板商品の提供など、専門店としての独自性を発揮し、付加価値を高め、差別化を図っていくことが重要である。

２．営業者の取組

【経営方針の明確化及び独自性の発揮に関する事項（第四一２(１) ）】【参考資料1:P31】
・現在置かれている経営環境や市場を十分に把握、分析し、自店舗や地域の特性を踏まえ、強みを見いだし、経営方針を明確化し、自店舗の付加価値や

独自性を高めていくとともに、経営管理の合理化及び効率化を図ることが必要であることから次に掲げる事項に選択的に取り組むことが期待される。

【サービスの見直し及び向上に関する事項（第四一２(２)）】【参考資料1:P32】
消費者のニーズやライフスタイル、世帯構造の変化、国民の食の安全への意識の高まりや健康志向に的確に対応し、消費者が安心して利用できるよう、

商品、サービス及び店作りの充実や情報提供の推進に努め、消費者の満足度を向上させるとともに、新たな消費者を獲得することが重要であることから、

次に掲げる事項に選択的に取り組むことが期待される。

※詳細は指針参照※

【情報通信技術を利用した新規消費者の獲得及び消費者の確保に関する事項（第四一２(４)）】【参考資料1:P33】
営業者は、情報セキュリティの管理に留意しつつ、インターネット等の情報通信技術を効果的に活用する等、次に掲げる事項に選択的に取り組むことが

期待される。

※詳細は指針参照※

【取引関係の改善に関する事項（第四二1(８) ）】【参考資料1:P36】
イ共同購入等取引面の共同化の推進

①従業員の確保難への対応 ②価格転嫁、顧客数の減少、客単価の低下への対応【食鳥肉】 ③事業承継への対応



現行の振興指針の記載内容について②
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１．今後５年間における営業の振興の目標（消費者ニーズの把握と創意工夫による経営展開【第三二２(１)】【参考資料1:P48】）
・氷雪販売業は、多様化する消費者、とりわけ飲食業の要望に迅速に応えるために、用途に応じた大きさや形状の氷を提供することを目的として、積

極的に新商品の開発を行うことが必要である。

また、純氷に対する認知度を高めることを目的として、純氷の上手な利用方法等を紹介するなど、広告及び宣伝を強化することも必要である。さらに、

営業者数の減少により、以前と比較して純氷を購入することが困難となっている現状を踏まえ、「身近で気軽に良質の氷が購入できる氷雪販売店」のイ

メージを広めるために、地域住民等とのコミュニケーションを積極的に行い、おしぼりやドライアイスなどの関連商品を必要に応じて提供することに

よって、純氷及び氷雪販売店の存在を積極的に宣伝することも営業者に求められる視点である。

特に、有力な顧客であるバー、クラブ等の飲食店に対しては、開店準備中の店員不在時でも指定された商品を届けるサービスを提供するなど、顧客と

の強い信頼関係を前提とした商慣習が形成されている。

このような、顧客が必要とする大きさ、形状の純氷を適時に届けるサービスは、氷雪販売業の強みとなり得る。こうした強みを宣伝することは、氷雪

販売業のサービスに対する高級感を定着させることにつながると考えられる。

２．営業者の取組

【経営方針の明確化及び独自性の発揮に関する事項（第四一２(１)）】【参考資料1:P52】
・現在置かれている経営環境や市場を十分に把握、分析し、自店舗や地域の特性を踏まえ、強みを見いだし、経営方針を明確化し、自店舗の付加価値や

独自性を高めていくとともに、経営管理の合理化及び効率化を図ることが必要であることから次に掲げる事項に選択的に取り組むことが期待される。

【サービスの見直し及び向上に関する事項（第四一２(２)）】【参考資料1:P53】
消費者のニーズやライフスタイル、世帯構造の変化、国民の食の安全への意識の高まりや健康志向に的確に対応し、消費者が安心して利用できるよう、

商品、サービス及び店作りの充実や情報提供の推進に努め、消費者の満足度を向上させるとともに、新たな消費者を獲得することが重要であることから、

次に掲げる事項に選択的に取り組むことが期待される。

※詳細は指針参照※

【情報通信技術を利用した新規消費者の獲得及び消費者の確保に関する事項（第四一２(４)）】【参考資料1:P54】
営業者は、情報セキュリティの管理に留意しつつ、インターネット等の情報通信技術を効果的に活用する等、次に掲げる事項に選択的に取り組むことが

期待される。

※詳細は指針参照※

①従業員の確保難への対応 ②価格転嫁、顧客数の減少、客単価の低下への対応【氷雪】 ③事業承継への対応



現行の振興指針の記載内容について③

9

１．営業者に対する支援に関する事項

【経営マネジメントの合理化及び効率化に関する事項（第四二１(４)  ）】【参考資料1:肉P13、鳥P35、氷P55】
・先駆的経営事例、地域的経営環境条件並びに食鳥肉販売業の将来展望に関する情報の収集並びに整理に努め、営業者への助言等に活用することが期待

される。さらに、関係機関との連携の下での、創業や事業承継における助言・相談の取組の推進が期待される。

【事業の承継及び後継者育成支援に関する事項（第四二１ (10) ）】【参考資料1:肉P14、鳥P36、氷P56】
営業者の高齢化が急激に進んでいることから、事業の円滑な承継に関するケーススタディ及び成功事例等の経営知識、各地域にある事業承継に関する相

談機関及び最新の関連税制についての情報提供を行うとともに、併せて、令和５年に改正された食品衛生法（昭和22年法律第233号。以下「改正食品衛
生法」という。）により措置された事業譲渡に係る手続の整備についての情報提供を行い、後継者育成支援の促進を図るために必要な支援体制の整備に

努めることが期待される。

【日本公庫（第四二２ (４) ）】【参考資料1:肉P15、鳥P37、氷P57】
営業者の円滑な事業実施に資するため、次に掲げる事項を中心に積極的な取組に努めることが期待される。

オ事業承継の相談窓口に関する情報提供

【地域との共生（地域コミュニティの再生及び強化（商店街の活性化））（第五三２ (６) ）】【参考資料1:肉P17、鳥P39、氷P58】
２組合及び連合会に期待される役割

⑹地域における事業承継の推進（承継マッチング支援）及び新規開業希望者の育成

①従業員の確保難への対応 ②価格転嫁、顧客数の減少、客単価の低下への対応【氷雪】 ③事業承継への対応【食肉・食鳥肉・氷雪】


